


山の手保育所ほか３施設機械警備業務設計内訳書

単位（円）

直接人件費 　　20,500円×2.24／８時間×４施設×６０か月 1,377,600

直接物品費 端末機器 1,708,224

監視センター利用料 246,800

3,332,624

500,376

3,833,000

383,300

3,833,000

4,216,300

業務原価

直接業務費

業務管理費

合　　　計

一般管理費等

業務価格

消　費　税

業　務　委　託　設　計　金　額（税抜き）

業　務　委　託　設　計　金　額（税込み）



 

 

山の手保育所ほか３施設機械警備業務仕様書 

 

 山の手保育所ほか３施設の施設・設備の夜間，日祝日等における防火，防犯等に関する

管理業務を警備業務受託者（以下「受託者」という。）に委託して行う場合の実施要領は，

次のとおりとする。 

 

夜間機械警備業務 

 

１ 警備対象施設 

（１）呉市山の手保育所（呉市山手２丁目１１番１－１０１号） 

（２）呉市三坂地保育所（呉市広塩焼１丁目２番１９号） 

（３）呉市皆実保育所（呉市仁方皆実町１番１４－１０１号） 

（４）呉市安登保育所（呉市安浦町安登西５丁目７番２０号） 

 

２ 警備の方法 

機械警備（自動警報警備）とする。 

ただし，不良行為防止のために，呉市（以下「委託者」という。）から依頼があった場

合は，期間を定めて，警備員による巡回警備を行うものとする。 

 

３ 警備業務における実施事項 

 （１）盗難，火災の予防，防止，早期発見及び不良行為の防止 

  （２）事故発生時における秩序保持 

 （３）非常時における関係先への通報・連絡 

（４）目的外使用に伴う施設の解錠・施錠 

  （５）警備実施事項の報告 

  （６）その他警備に付随する事項について，委託者及び受託者で協議の上，取り決めた

事項 

 

 ４ 警備業務実施時間 

（１） 開 所 日  保育時間終了後から翌日の午前７時３０分まで  

（２） 日祝日等  午前７時３０分から翌日の午前７時３０分まで 

 

 ※火災監視提供業務については，２４時間とする。 

 ※警備実施時間は，保育所から警報装置の警備開始の信号を受けた時に始まり，保育所か

ら警報装置の警備解除の信号を受けた時に終わる。 

 

 

 



５ 警備業務提供条件 

 （１） 受託者は，警備対象物件に不法侵入，火災異常等を感知する警報機器を設置し，

それらの情報を受託者の監視センターに送信し，これにより送信される異常の有無

を自動的に表示できる機械設備を有するものとする。 

 （２） 業務提供時間中は，（１）に定める表示装置により，警備対象施設の異常の有無

を間断なく監視するとともに，常に警備員と連絡を保ち，警備の万全を図るものと

する。 

 （３） 警報装置は，常に正常な機能を保持するよう管理するものとして，万一業務提供

時間中に警報装置が作動不能になった場合は，警備員を待機させるなどの代替措

置により責任ある警備を実施する上，施錠する。 

 （４） 警備業務に当たる場合には，警備員の服装を着用すること。 

 

６ 日常における警備要領 

（１） 警報装置の開始及び解除操作は，原則として委託者の責任において行う。ただし，  

受託者は，保育所及びこども施設課から要請があった場合，速やかに対応するも

のとする。また，委託者が警報装置の開始操作を怠ったと判断される場合には，

受託者は当該警備対象施設に異常がないことを確認の上，警報装置の開始操作を

行うものとする。 

 （２） 保育所に目的外使用のある場合は，あらかじめ保育所又はこども施設課から受託

者に連絡し，受託者は，使用時間前に解錠し，使用後は，点検の上，施錠する。 

 （３） 受託者は，異常事態発生時に警備員が２５分以内に現場に到着できる態勢を常に

確保すること。 

 （４） 警備業務に当たる場合には，警備員の服装を着用すること。 

 

７ 異常事態発生時の措置 

（１）  防犯提供業務 

受託者は，警報機器によって感知される侵入異常の監視又は侵入異常を受信し

たときは，直ちに警備員を急行させ，異常事態の内容の確認を行い，その結果，必

要と認めたときは警察機関に通報し，緊急出動を要請するとともに，事態の拡大

防止のため必要な処置をとるものとする。また，必要に応じて，緊急連絡者又は

関係先に通報するものとする。 

（２）  火災提供業務 

受託者は，終日，警報機器又は自動火災報知器によって感知される警備対象施

設にかかる火災異常の監視並びに火災異常を受信したときは，直ちに警備対象施

設に電話連絡し，火災発生と判断したときは消防機関に通報し，緊急出動を要請

するものとし，同時に緊急要員を当該施設に急行させ，初期消火等の必要な処置

をとるものとする。 

警報機器がセットされている状態において異常情報を受信したときは，受託者

は直ちに警備員を当該施設に急行させ，火災の有無の確認を行い，必要と認めた

場合は消防機関に通報し，緊急出動を要請するとともに，事態の拡大防止のため



初期消火等必要な処置をとるものとする。また，必要に応じて，緊急連絡者又は

関係先に通報するものとする。 

 

８ 損害保険の加入 

受託者の責に帰すべき理由により委託者若しくは委託者の職員又は第三者の身体及び  

財産に損害を与えた場合，その損害を賠償するために，受託者は，次のとおり火災，盗難

等の損害保険に必ず加入すること。（写し提出要） 

（１） 身体上の損害については，被害者 1名につき 4 千万円。ただし，1事故につき 

10億円 

（２） 財産上の損害については，1事故につき 10 億円 

（３） 身体上の損害及び財産上の損害合わせて 1 事故につき 10 億円 

 

９ 事故報告 

事故発生の際は，速やかに電話又は口頭で報告するとともに，後刻書面をもって報告す

ること。 

 

１０ 鍵の預託 

警備に必要な鍵は保育所から預託を受ける。受託者は，預託された鍵の取扱いにつ   

いては，厳重に行うものとする。 

 

１１ 警備実施結果の報告 

受託者は，警備責任時間内における警備結果について，警戒時間，解除時間，操作者氏

名，異常内容等を記載した１か月分の警備報告書を作成し，翌月に保育所長（指定場所）

に提出するものとする。 

 

１２ 警報機器設置箇所 

（１） 警報機器は，事務室，給食室，休憩室，保育室，ホール，廊下等に設置し，マグ

ネットセンサー、立体熱センサー及び赤外線センサー等により異常を感知するこ

とができるものとする。特に事務室及び給食室（これらに隣接する休憩室や医務

室等を含む。）については，出入口及び窓に開閉時を感知する警報機を合わせて

設置するものとする。 

（２） 自動火災報知設備と移報装置を連動すること。 

（３） 回線については，常時断線監視すること。なお，これに係る通信費は受託者が負

担すること。 

 

１３ 警報機器の維持管理 

 （１） 設置された警報機器及びこれに付帯する一切の設備については，受託者の所有で

この設置工事費，契約終了時における機器撤去費，維持管理費及び保守点検費用は

受託者の負担とする。 

 （２） 施設の増改築等により，警報機器の移設工事等が必要となった場合は，別途協議



する。 

（３）警報装置の機能を正常に維持するため，受託者においてこの保守点検を必要に応じ

て適宜行うものとする。 

 

１４ 契約期間 

令和８年８月１日から令和１３年７月３１日まで 

 なお，警報装置の設置作動までの間は，受託者において代替警備対策を講ずるものとす

る。 

 

１５ 支払い条件 

月割りの均等払いとする。ただし，端数については，最終月の精算とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



非常通報業務 

 

１ 警備対象施設 

   （１）呉市山の手保育所（呉市山手２丁目１１番１－１０１号） 

（２）呉市三坂地保育所（呉市広塩焼１丁目２番１９号） 

（３）呉市皆実保育所（呉市仁方皆実町１番１４－１０１号） 

（４）呉市安登保育所（呉市安浦町安登西５丁目７番２０号） 

 

２ 業務対象内に，外的圧力等による緊急の事態が発生（以下「非常事態」という。）し 

た場合，業務対象内に設置した通報装置により，通信事業者の回線を経て，非常通報

信号を受託者の監視センターへ送信する。 

 

３ 受託者の監視センターで非常通報信号を受信したときは，受託者は警備員を速やかに 

業務対象へ急行させ非常事態を確認した後，委託者にかわってその旨を関係機関に通

報する。ただし，受託者は電話等により委託者の非常事態を確認できたときは，委託

者にかわって直ちに関係機関に通報する。 

 

４ 前記のいずれのときにおいても，業務対象に到着した警備員は非常事態を確認した場 

合には，被害の拡大防止に努める。 

 

５ 前記の通報機構は次のとおりとする。 

業務対象内に設置した固定式スイッチ又は移動式スイッチを押すことにより，通報装置

で信号化し，通信事業者の回線を経て，受託者の監視センターに自動的に送信する。 

 

６ 通報機能は，次のとおりとする。 

委託者は，常時受託者に通報することができる。委託者は，加入電話回線を通話用と非

常通報用とも共用している場合，通話状態にあるときは受託者の監視センターへの通報が

阻害されることを了承する。 

 

７ 非常通報業務については，機械警備受託者との随意契約とし，契約期間は機械警備業

務と同期間とする。 

 

 

 

 



その他 

（１）  この契約は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定に

よる長期継続契約である。 

（２）  呉市は，この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の予算において，こ

の契約の経費に係る金額について減額又は削除があった場合には，この契約を

解除するものとする。 

（３） 入札等による受託者の変更による警報装置の設置作動までの間は，受託者にお

いて代替警備対策を講ずるものとする。 

（４） 大規模改造および所舎建築により改造及び所舎建設建物以外において警備がで

きなくなったときは，受託者において代替警備対策を講ずるものとする。 

（５） 警備対象施設が契約期間中に廃所となった場合には，別途協議する。 

（６） 受託者は本警備契約を受託した後，機器の設置図面及び警備計画書を速やかに

こども施設課に提出し，承認を得ること。 

 

 

入札書記載事項 

（１）  警備対象施設の年額警備料金の合計金額 

（２）  警報機器・非常通報装置及びこれに付帯する一切の設備の設置工事費及び契約終

了時におけるこれら機器撤去費を含む。また，緊急出動及び警報機器等の取扱い等

一切の出動についての費用も含む。 

 

確認書類 

    落札業者は，次の書類を提出すること。 

 （１） 無線車両台数及び呉市内の待機場所の配置図 

 （２） 損害保険加入証書の写し 

 （３） 機械警備業務管理者証の写し 

（４） 機器の設置図面及び警備計画書 

 


